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主 文

１ 被告が原告に対して平成１６年１１月１６日にした別紙文書目録記載の公

文書に係る公文書非開示決定処分のうち，調定収入票添付書類中の支出票写

し「請求」欄及び支出票別紙集合支出内訳表写し「氏名」欄に記載された職

員の氏名を開示しないとした部分を取り消す。

２ 原告のその余の請求を棄却する。

３ 訴訟費用は，これを５分し，その４を原告の負担とし，その余を被告の負

担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告が原告に対して平成１６年１１月１６日にした別紙文書目録記載の公文

書に係る非開示決定処分のうち，別紙処分目録記載の部分を取り消す。

第２ 事案の概要等

１ 事案の要旨

本件は，原告が，山形県情報公開条例（平成９年山形県条例第５８号。以下

本件条例 という に基づき 被告に対し 別紙文書目録記載の公文書 以「 」 。） ， ， （

下「本件文書」という ）の開示を請求したところ，公文書一部非開示決定処。

分を受けたため，その処分の一部について取消しを求めた事案である。

２ 本件条例の関係規定

( ) 本件条例５条３項は，開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録1

されている場合において，当該非開示情報が記録されている部分が，当該非

開示部分を除いた部分と容易に区分できるときは，当該開示部分に客観的に

有意な情報が記録されていないと認められるときを除いて，開示請求者に対

し，当該開示部分を開示しなければならない旨規定している。

( ) 本件条例６条１項２号本文は，同号ただし書に該当する情報を除き，個2

人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く ）であっ。
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て，特定の個人が識別され，又は他の情報と照合することにより識別され得

るもの（以下「個人識別情報」という ）を非開示情報とする旨規定してい。

る。

( ) 本件条例６条１項２号ただし書ロは，公務員の職務の遂行に係る情報に3

含まれる当該公務員の職 氏名及び職務の遂行の内容に関する情報 以下 職， （ 「

務遂行情報」という ）について，開示することにより当該公務員の権利を。

不当に侵害し，又は生活に不当に影響を与えるおそれがある場合の当該氏名

に関する情報及びそのおそれがあるものとして規則で定める警察職員の氏名

に関する情報を除き，非開示情報とはしない旨規定している。

３ 前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない ）。

， （ 「 」( ) 山形県長井建設事務所職員２名が 長崎市において社団法人Ａ 以下 Ａ1

という ）の主催するα講習会（以下「長崎講習会」という ）への参加を。 。

用務として，平成８年２月２０日から同月２４日までの出張旅費を受領した

が，長崎講習会の参加申込書「氏名」欄に前記各職員の氏名が記載されてい

なかった （乙１の３）。

山形県村山建設事務所職員１名が，長崎講習会への参加を用務として，平

成８年２月２０日から同月２４日までの出張旅費を受領したが，長崎講習会

の参加申込書「氏名」欄に記載されていた前記職員の氏名は，二重線で抹消

されていた （乙１の３）。

山形県新庄建設事務所職員１名が，和歌山県βにおいてＡの主催するγ講

習会（以下「白浜講習会」という ）への参加を用務として，平成８年３月。

１２日から同月１４日までの出張旅費を受領したが，白浜講習会の参加申込

書の「氏名」欄に前記職員の氏名が記載されていなかった （乙１の１）。

山形県新庄建設事務所職員１名が，白浜講習会への参加を用務として，平

成８年３月１２日から同月１６日までの出張旅費を受領したが，白浜講習会

の参加申込書の「氏名」欄に前記職員の氏名が記載されていなかった （乙。
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１の２）

( ) 平成９年，山形県の住民らが山形地方裁判所に，本件職員らに対して支2

出された前記( )の出張旅費相当額を支払えとの請求を怠ることは違法であ1

ることを確認する旨の判決を求める住民訴訟を提起した （同裁判所平成▲。

年(行ウ)第▲号ないし第▲号事件 。）

平成１４年２月１２日，山形地方裁判所は，同裁判所平成▲年(行ウ)第▲

号事件において，山形県新庄建設事務所職員に対し支出された前記( )の出1

張旅費相当額を支払えとの請求を怠ることは違法であることを確認する旨の

判決（以下「本件判決」という ）を言い渡した。。

( ) 平成１４年３月４日，前記( )の山形県職員５名（以下「本件職員ら」と3 1

いう ）に対して前記( )の出張旅費相当額及びその遅延利息の納入を求め。 1

る納入通知書兼領収証書が発行された （乙１の１ないし６）。

同月７日ないし８日 本件職員らは 山形県指定金融機関に対し 前記( )， ， ， 1

の出張旅費相当額及び遅延利息を支払い，山形県指定金融機関は，山形県出

納長に対し，その旨通知した （乙１の７ないし１６）。

その後，被告が，山形県長井建設事務所職員２名と同村山建設事務所職員

１名に対して支出された前記( )の出張旅費相当額を支払えとの請求を怠る1

ことは違法であることを確認する旨の判決を求めて提起されていた住民訴訟

（同裁判所平成▲年(行ウ)第▲及び第▲号事件）において，遺憾の意を表明

したことから，同訴訟は取下げにより終了した。

( ) 平成１６年１１月２日，原告は，被告に対し，本件文書の開示を請求し4

た。本件文書中，調定収入票には，収入調定の説明資料，本件判決に係る判

決書写し，前記( )の出張旅費に係る支出票写し（なお，複数の職員に対す1

る出張旅費については，集合支出内訳表写しが別紙として添付されてい

る ，長崎講習会又は白浜講習会への参加申込書写し，延滞金の取扱いに。）

関する通知に係る県例規集並びに領収済通知書，収入票及び納入通知書兼領
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収証書控えが添付されていた。

( ) 平成１６年１１月１６日，被告は，本件条例６条１項２号本文を根拠に5

して，本件文書のうち，次の部分を除いて開示する旨の公文書一部非開示決

定（以下「本件処分」という ）をした （甲２）。 。

ア 調定収入票（添付書類を含む ）。

(ア) 調定収入票「納入義務者」欄に記載された納入義務者の郵便番号，

住所及び氏名

(イ) 調定収入票添付書類中の収入調定の説明資料「納入義務者」欄に記

載された納入義務者の郵便番号，住所，氏名，電話番号，現職名及び平

成７年度当時の職名並びに同「収入調定額」欄に記載された納入義務者

の氏名

(ウ) 調定収入票添付書類中の支出票写し「請求」欄に記載された職員の

給与号級及び氏名並びに「領収」欄に記載された職員の印影（当該建設

技術講習会申込書写し及び支出票写しの双方に記載されている職員の氏

名を除く ）。

「 」(エ) 調定収入票添付書類中の支出票別紙集合支出内訳表写し 給与号級

欄に記載された職員の給与号級，同「氏名」欄に記載された氏名及び印

影（当該建設技術講習会申込書写し及び支出票写しの双方に記載されて

いる職員の氏名及び印影を除く ）。

(オ) 調定収入票添付書類中の建設技術講習会申込書写し「氏名」欄に記

載された職員の氏名及び年齢（当該建設技術講習会申込書写し及び支出

票写しの双方に記載されている職員の氏名を除く ）。

(カ) 調定収入票添付書類中の領収済通知書，収入票及び納入通知書兼領

収証書控え「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の郵便番

号，住所及び氏名

イ 領収済通知書
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領収済通知書「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の郵便

番号，住所及び氏名並びに同「領収済日付印」欄に押印された金融機関の

領収印中の金融機関担当者名

( ) 原告は，平成１７年１月１４日付けで，被告に対し，本件処分について6

異議申立てを行った。

( ) 平成１７年２月１４日，原告は，本訴を提起した。7

( ) 平成１７年１１月１８日，被告は，本件処分において開示しないとした8

部分のうち，次の部分を開示する旨決定した （乙３，４）。

ア 調定収入票（添付書類を含む ）。

「 」 ，(ア) 調定収入票 納入義務者 欄に記載された納入義務者の住所のうち

市町村名までの部分

(イ) 調定収入票添付書類中の収入調定の説明資料「納入義務者」欄に記

載された納入義務者の住所のうち，市町村名までの部分

(ウ) 調定収入票添付書類中の領収済通知書，収入票及び納入通知書兼領

収証書控え「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の住所の

うち，市町村名までの部分

イ 領収済通知書

領収済通知書「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の住所

のうち，市町村名までの部分

４ 争点

( ) 原告が開示を求めている情報は，職務遂行情報に該当するか。1

( ) 本件条例所定の非開示情報に該当する独立した一体的な情報を更に細分2

化し，職務遂行情報に含まれる当該公務員の氏名及び職名を開示すべき義務

が被告にあるか。

５ 当事者の主張

( ) 争点( )について1 1
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ア 原告の主張

本件処分において開示しない旨決定された部分に記録されている情報

は，いずれも出張旅費の返納に係る内容であるから（調定収入票に添付さ

れた書類中の建設技術講習会申込書写し及び支出票写しに記録されている

情報は，出張旅費の支出そのものである ，職務遂行情報に該当する。。）

イ 被告の主張

(ア) 山形県は，平成９年の監査委員による監査以上に調査を実施して出

張した事実を立証することが困難であったので，本件判決に対する控訴

を断念し，判決確定により生じた違法状態を解消すべく，前記３( )の1

山形県新庄建設事務所職員に対し，出張旅費相当額及び遅延利息の支払

いを任意に請求した。山形県は，職員の出張の有無を確認し，職員の旅

行命令の遂行に関わる手続として旅費の返納を命じたのではなく，職員

の職務の遂行の有無に関わる事実とは別に，確定した本件判決を直接の

根拠として任意の請求をしたのである。また，山形地方裁判所平成▲年

(行ウ)第▲号及び第▲号事件についても本件判決と同様の判決が言い渡

される蓋然性が高いことから，前記３( )の山形県長井建設事務所職員1

及び同村山建設事務所職員に対し，職員の職務の遂行に関わる事実とは

別に，同様の任意の請求が行われた。

旅費は 「県職員等の旅費に関する条例」により旅行命令に基づき支，

給されるものである。旅行命令を取り消したり行先を変更したりする事

由が発生した場合，同条例等の規定により，先に行われた旅行命令を変

更し又は取り消した上，その変更又は取消し後の旅行命令等に基づき返

納又は追給が行われる。このように，旅行命令を変更し又は取り消した

結果旅費が返納された場合には，変更され又は取り消された旅行命令や

復命書等により職務遂行と旅費支給の関係が明らかであり，職務遂行の

事実が直接的な返納の根拠となることから，職務遂行情報に該当する。
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しかしながら，本件においては，現在まで当該旅行命令が取り消され

ておらず，条例に定める旅費返納としての手続は行われていないのであ

るから，原告が主張の前提とする出張旅費の「返納」ではないことは明

らかであり，納入者も旅費返納の手続としてではなく，任意の納入を行

ったものである。したがって，本件文書に記載された納入義務者又は納

入者の情報については，納入を行うことが職務の遂行とはいえないこと

から，職務遂行情報に該当しない。

また納入者の中には，平成１４年当時，既に山形県を退職した者もお

， ， ，り これらの者は 納入時において公務員としての身分を有しておらず

「公務員等」としての職務の遂行は観念できないのであるから，本件文

書に記載された納入義務者又は納入者の情報のうち，退職者の情報は，

職務遂行情報に該当しないことは明らかである。

(イ) この納入義務者又は納入者の情報は，調定収入票添付の支出票写し

にも旅行者の情報として記載されている。

確かに，支出票写しの旅行者の情報については，旅行命令に基づく旅

費の支給の対象になっていることから，形式的には職務遂行情報に該当

すると考えられる。

しかしながら，本件において，支出票写しの旅行者の情報のうち，建

設技術講習会申込書に記載のない者に関する氏名及び印影の情報を開示

した場合，山形県が収入することを決定したのは，白浜講習会参加を用

務とする出張者のうち同講習会の申込書に記載のない者又は長崎講習会

参加を用務とする出張者のうち同講習会の申込書に記載のない者であ

り，支出票写しと申込書を照合すれば，支出票写しにのみ記載されてい

る納入義務者に当たることが明らかとなり，前記納入義務者を識別し得

る情報を非開示とした処分の効果を無意味にしてしまう。つまり，１件

の開示請求に対して一部開示された一連の公文書に含まれる情報を照合
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することによって，支出票写しに記載された旅行者のうち誰が納入義務

者であるかが判明することから，支出票写しに記載された旅行者の氏名

等の情報を開示するのは，納入義務者の氏名等の情報を開示するのと同

じ結果となる。この点，本件条例６条１項２号本文は 「個人に関する，

情報（略）であって （略）他の情報と照合することにより識別され得，

るもの」と規定するとおり，他の情報と照合することにより個人を識別

できる場合も非開示としているところなのである。

したがって，本件において，調定収入票に添付されている支出票写し

に記載されている旅行者の情報のうち，前記各申込書に記載のない者に

関する氏名及び印影の情報は非開示とすることが相当である。

(ウ) 本件文書の調定収入票には，本件判決に基づく請求の対象を説明す

るための資料が添付されているが，その中には，前記住民訴訟において

書証として提出され，山形県が取得した建設技術講習会申込書写しが含

まれている。前記申込書は，Ｂが作成し，Ａが保管していた文書であっ

て，山形県が平成７年度当時保有していた文書ではなく，前記申込書に

記載されていることをもって，当該職員が公務で出張したことが直ちに

確認できるものではない。公務で出張したか否かを確認するには，当該

出張に係る旅行命令簿，旅費の支出票又は復命書を調査する必要がある

が，保存年限経過のため，いずれも現存しない。そのため，職務遂行情

報であるか否かを確定できないことから，前記申込書写しに記載されて

いる職員の氏名を開示することはできない。

( ) 争点( )について2 2

ア 被告の主張

本件条例５条３項は，その文理に照らすと，１個の公文書に複数の情報

が記録されている場合において，それらの情報のうちに非開示事由に該当

するものがあるときは，当該部分を除いたその余の部分についてのみ，こ
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れを開示することを実施機関に義務付けているにすぎない。すなわち，同

条は，非開示事由に該当する独立した一体的な情報を細分化し，その一部

を非開示とし，その余の部分にはもはや非開示事由に該当する情報は記録

されていないものとみなして，これを開示することまでをも実施機関に義

務付けていると解することはできない。

したがって，実施機関においてこれを細分化することなく一体として非

開示決定をしたときに，住民等は，実施機関に対し，同条を根拠として，

開示することに問題のある箇所のみを除外してその余の部分を開示するよ

う請求する権利はなく，裁判所もまた，当該非開示決定の取消訴訟におい

て，実施機関がこのような態様の部分開示をすべきであることを理由とし

て当該非開示決定の一部を取り消すことはできない。

もっとも，住民等の公文書の開示請求に対し，実施機関において，その

裁量判断により，公文書のうち氏名，生年月日その他の特定の個人を識別

することができることとなる記述等の部分(個人識別部分)のみを非開示と

し，その余の部分を開示するなど，非開示事由に該当する独立した一体的

な情報を更に細分化してその一部が記録されている公文書の部分のみを非

開示とし，その余の部分を開示するといった態様の部分開示を任意に行う

ことは，本件条例の許容するところと解される。

しかしながら，住民等が実施機関に対して，上記のような態様の部分開

示を権利として請求することができるか否かはまた別であって，住民に地

方公共団体の機関の保有する公文書の開示を請求する権利をどのような要

件の下にどの範囲で付与するかは，専ら各地方公共団体がその条例におい

て定めるべき事柄であり，上記のような規定を有するにすぎない本件条例

の下においては，住民等が実施機関に対して上記のような態様の部分開示

を請求する権利を付与されているものとまで解することはできない （最。

高裁判所平成１３年３月２７日判決）
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本件文書の中の調定収入票（添付書類を含む ）にある納入義務者につ。

いては，その職，氏名のほか，非開示情報である郵便番号，住所，電話番

号及び給与の号級等の情報が独立した一体的な情報として記載されてい

る。講習会申込書写しにある職員については，その氏名のほか，非開示情

報である年齢の情報が独立した一体的な情報として記載されている。領収

済通知書にある納入者については，その郵便番号，住所又は銀行担当者の

氏名が独立した一体的な情報として記載されている。

イ 原告の主張

本件は，被告において，独立した一体的な情報を細分化して各部分ごと

に非開示としており，原告の異議申立てに対し，開示しないこととした部

分の中で，納入義務者又は納入者の住所のうち市町村名までの部分を開示

しているのであり，細分化して非開示決定を行ったことは明らかである。

したがって，最高裁判所平成１３年３月２７日判決に該当する事案ではな

く，独立した一体的な情報か否かを議論する必要はない。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律６条１項は，本件条例５条

３項と同じ規定となっているが，同法６条２項では，個人識別情報につい

ては独立した一体的な情報を当然に細分化すべきものとし，厳密に個人識

別情報のみを非開示としその余の部分の開示を義務付けている。したがっ

て，本件条例の解釈においても，仮に独立した一体的な情報について全体

として非開示とすることができるとしても，非開示情報が個人識別情報で

， ， ，ある場合 同法と同じく 厳密に個人識別情報とそれ以外の部分を区別し

個人識別情報以外の部分を開示すべきであり，個人識別情報を非開示事由

とする本件では，独立した一体的な情報か否かを議論する必要はない。

本件条例６条１項２号において，原則として個人識別情報を非開示情報

としながら，同号ただし書ロにおいて公務員等の職及び氏名並びに職務遂

， 。 ，行の内容に関する情報は 開示対象とすることを明記している とすれば
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その個人識別情報が記載されている文書中に，個人識別情報として郵便番

号，住所，電話番号，給与号級，年齢，氏名又は職が記載されていても，

そのうち氏名又は職については，同号ただし書ロに該当する限り，開示対

， 「 」象となるのであり 前記最高裁判所判決にいう 独立一体情報非公開原則

の適用の余地のないことは明らかである。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点( )について1

( ) 前提となる事実，証拠（乙１の１ないし１６，２，４，５，７）及び弁1

論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

ア 平成８年２月８日，山形県長井建設事務所職員１名が，長崎講習会への

参加を用務として，同月２０日から同月２４日までの出張旅費を請求し，

同月１９日に１１万４８２０円を受領して支出票別紙集合支出内訳表の領

収欄に押印した。同年１月３１日付でＢが作成してＡに送付した長崎講習

会の講習申込書の「氏名」欄には，同県村山建設事務所の職員６名及び同

県長井建設事務所職員２名の氏名が記載されていたが，前記出張旅費を請

求した職員の氏名が記載されていなかった。なお，同年２月２０日ないし

同月２４日は平日であった （乙１の３）。

平成８年２月８日，山形県長井建設事務所職員であったＣが，長崎講習

会への参加を用務として，同月２０日から同月２４日までの出張旅費を請

求し，同月１９日に１１万４８２０円を受領して支出票別紙集合支出内訳

表の領収欄に押印した。前記Ｃは長崎講習会への参加を申し込んでおり，

長崎講習会の講習申込書の「氏名」欄には，前記Ｃの氏名が記載されてい

た （乙１の３）。

平成８年２月１３日，山形県長井建設事務所職員１名が，長崎講習会へ

， ，の参加を用務として 同月２０日から同月２４日までの出張旅費を請求し

同月１９日に１１万４８２０円を受領して支出票別紙集合支出内訳表の領
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収欄に押印した。長崎講習会の講習申込書の「氏名」欄には，前記出張旅

費を請求した職員の氏名が記載されていなかった （乙１の３）。

平成８年２月１３日，山形県長井建設事務所職員であったＤが，長崎講

習会への参加を用務として，同月２０日から同月２４日までの出張旅費を

請求し，同月１９日に１１万４８２０円を受領して支出票別紙集合支出内

訳表の領収欄に押印した。前記Ｄは，長崎講習会への参加を申し込んでお

り，長崎講習会の講習申込書の「氏名」欄には，前記Ｄの氏名が記載され

ていた （乙１の３）。

平成８年２月１３日，山形県村山建設事務所職員１名が，長崎講習会へ

， ，の参加を用務として 同月２０日から同月２４日までの出張旅費を請求し

同月１９日に１２万７６０２円を受領して支出票の領収欄に押印した。長

崎講習会の講習申込書の「氏名」欄には，前記出張旅費を請求した職員の

氏名が記載されていたが，二重線で抹消されていた （乙１の３）。

平成８年３月６日，山形県新庄建設事務所職員１名は，白浜講習会への

参加を用務として，同月１２日から同月１４日までの出張旅費を請求し，

同月８日に７万６６２０円を受領して支出票の領収欄に押印した。同年２

月１４日付でＢが作成してＡに送付した白浜講習会の講習申込書には，同

新庄建設事務所の職員１名の氏名が記載されていたが，前記出張旅費を請

求した職員の氏名が記載されていなかった （乙１の１）。

平成８年３月６日，山形県新庄建設事務所職員１名が，白浜講習会への

参加を用務として，同月１２日から同月１６日までの出張旅費を請求し，

同月１１日に１０万０６２０円を受領して支出票別紙集合支出内訳表の領

収欄に押印した。白浜講習会の講習申込書には，前記出張旅費を請求した

職員の氏名が記載されていなかった。なお，同月１２日ないし同月１６日

は平日であった （乙１の２）。

平成８年３月８日，山形県新庄建設事務所職員であったＥが，白浜講習
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会への参加を用務として，同月１２日から同月１６日までの出張旅費を請

求し，同月１１日に１０万０６２０円を受領して支出票別紙集合支出内訳

。 ， ，表の領収欄に押印した 前記Ｅは 白浜講習会への参加を申し込んでおり

白浜講習会の講習申込書の「氏名」欄には，前記Ｅの氏名が記載されてい

た （乙１の２）。

イ 平成９年，山形県の住民らが，山形地方裁判所に対し，白浜講習会又は

長崎講習会への参加を用務として出張旅費を受領した者のうち，Ｂが作成

してＡに送付した白浜講習会又は長崎講習会の講習申込書の「氏名」欄に

氏名が記載されていなかった職員に対し，被告が出張旅費相当額を支払え

との請求を怠ることは違法であることの確認などを求める住民訴訟３件を

提起した（同裁判所平成▲年(行ウ)第▲ないし第▲号事件 （乙１の１）。

ないし３，７）

平成１４年２月１２日，山形地方裁判所は，同裁判所平成▲年(行ウ)第

▲号事件について，被告が，白浜講習会参加を用務として出張旅費を受領

しながら，白浜講習会への講習申込書の「氏名」欄に氏名が記載されてい

なかった山形県新庄建設事務所職員２名に対し支出された出張旅費相当額

を支払えとの請求を怠ることは違法であることを確認する旨の判決を言い

渡した。本件判決において，前記出張旅費に関する出張は，実体を伴わな

いカラ出張であると認定せざるを得ず，山形県は，前記職員に対し，不法

行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しており，前記

出張旅費相当額の支払いを請求できる旨述べられていた。被告は，本件判

， 。（ ， ， ）決に対する控訴を断念し 本件判決が確定した 乙１の１ １の２ ７

ウ 平成１４年３月４日，山形県は，本件判決において請求を怠ることが違

法とされた出張旅費相当額及びその遅延利息について収入するため，その

内容を調査して所属年度，歳入科目，納入すべき金額及び納入義務者など

を決定した さらに 本件判決を踏まえれば 山形地方裁判所平成▲年(行。 ， ，
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ウ)第▲及び第▲号事件においても，長崎講習会参加を用務として出張旅

費を受領しながら，長崎講習会への講習申込書「氏名」欄に氏名が記載さ

れていなかった山形県長井建設事務所職員２名及び同村山建設事務所職員

１名に対して出張旅費相当額を支払えとの請求を怠ることは違法であるこ

とを確認する旨の判決が言い渡される蓋然性が高いとされて，前記請求に

， ，係る出張旅費相当額及びその遅延利息を収入するため その内容を調査し

所属年度，歳入科目，納入すべき金額及び納入義務者などが決定された。

前記出張旅費相当額の返納金の歳入科目は，出納閉鎖後に誤払い又は過渡

しとなった前年度以前の歳出金を返納させるときの収入である過年度歳出

返納金と決定された。以上を踏まえて，同日，本件職員らに対して前記出

張旅費相当額及びその遅延利息の納入を求める納入通知書兼領収証書が発

行された （乙１の１ないし６，５）。

平成１４年３月７日ないし８日，本件職員らは，山形県指定金融機関に

対し，納入通知書兼領収証書に記載された前記旅費相当額の返納金及び遅

延利息を支払った。山形県指定金融機関は，山形県出納長に対し，領収済

通知書によってその旨を通知した （乙１の７ないし１６）。

エ その後，長崎講習会参加を用務として出張旅費を受領しながら，長崎講

習会への講習申込書の「氏名」欄に氏名が記載されていなかった山形県長

井建設事務所職員２名及び同村山建設事務所職員１名に対して，出張旅費

相当額を支払えとの請求を怠ることは違法であることを確認する旨の判決

を求めて提起されていた住民訴訟（山形地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号

及び第▲号事件）において，被告が遺憾の意を表明し，訴えが取り下げら

れた。

オ 本件文書のうち，調定収入票は，前記旅費相当額の返納金及び旅行命令

最終日の翌日から納期限までの遅延利息を収入するため，その歳入の内容

を調査し決定する際に作成された文書である。調停収入票には，収入調定
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， ， ，の説明資料 本件判決に係る判決書写し 前記出張旅費に係る支出票写し

長崎講習会又は白浜講習会への講習申込書写し，延滞金の取扱いに関する

通知に係る県例規集並びに納入義務者に送付された領収済通知書，収入票

及び納入通知書兼領収証書控えが添付されていた （乙１の１ないし６）。

調定収入票には，題名，執行機関の決裁印欄及び決裁日，文書の性質を

示す部分（年度及び調定番号など ，予算種別，予算主管課，調定日，納）

， ， ， （ ， ）入通知書発行日 納期限 調定額 納入義務者 氏名 郵便番号及び住所

並びに納入理由の各記載（押印を含む ）がある （乙１の１ないし６）。 。

， ， （ ， ，収入調定の説明資料には 収入調定理由 納入義務者 氏名 郵便番号

住所，電話番号，平成７年度当時の職名及び現在の職名）及び収入調定額

の内訳が記載されていた（地方自治法２３１条，同法施行令１５４条 。）

（乙１の１ないし６）

支出票写しは，前記調定において納入義務者とされた本件職員らが前記

出張旅費を請求し，支出命令及び支出決定が行われ，出張旅費を受領した

際に作成された文書の写しであり，題名，文書の性質を示す部分（分類番

， ）， ， （ ） ， ，号 年度及び起票番号等 予算種別 請求 支出 金額 請求者の氏名

請求者の給与号級，請求者の代人の氏名，請求日，領収日，領収印，出張

の用務，支払方法，支出区分，予算残高，出張日，出発地，到着地，出張

旅費の内訳金額，支出命令の日，支出命令の決裁印欄，支出決定日の欄，

（ 。） 。支出決定の決裁印欄及び出納課の受付印の各記載 押印を含む がある

出張旅費の請求者が複数の場合，別紙として集合支出内訳表が支出票に添

， ， ， ， ， ，付されており 題名 請求者の氏名 請求者の給与号級 領収日 領収印

， ， （ 。）出張日 出発地 到着地及び出張旅費の内訳金額の各記載 押印を含む

がある （乙１の１ないし６）。

長崎講習会又は白浜講習会への講習申込書の写しは，Ｂが作成してＡに

提出した文書の写しであり，被告が山形地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲な
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いし第▲号事件において同事件原告らから書証として提出されたことによ

り取得したものであり，文書の表題，作成日，提出先，作成者，作成者の

印，参加者（氏名，年齢及び勤務先 ，参加者の会員か否かの種別，現場）

研修希望の有無，宿泊予約日，申込金の内訳欄及び申込みにあたっての注

意事項の各記載（押印を含む ）がある。長崎講習会の講習申込書には，。

山形県村山建設事務所用地管理課及び同総務課所属の職員の氏名，年齢，

勤務先及び会員か否かの種別を記載した欄が二重線で抹消されていた。本

件処分の際には，前記各講習申込書に参加者として記載され，二重線で抹

消されていなかった山形県職員のうち，長崎講習会又は白浜講習会参加を

用務として出張旅費を受領していた者の氏名が開示された （乙１の１な。

いし６，２）

領収済通知書は，山形県指定金融機関であるＦ銀行又はＧ銀行が本件職

員らから前記出張旅費の返納金及び遅延利息を受領したことを通知するた

めに山形県出納長に送付し，歳入徴収担当者が収入証拠書類として保管し

た文書である。領収済通知書には，題名，文書の性質を示す部分（分類番

号，年度及び起票番号等 ，納入（返納）義務者（氏名，郵便番号及び住）

）， ， （ ） ， ， ， （ ）所 予算種別 納入 返納 金額 納期限 発行回数の欄 納入 返納

の理由，発行元，送付先及び領収済日付印の各記載（押印を含む ）があ。

る。領収済日付印には，領収日，現金の納付された銀行の支店名が記載さ

れており，Ｆ銀行から送付された領収済通知書については銀行の担当者の

氏名も記載されていた （乙１の７ないし１６，２）。

別紙文書目録記載の文書番号１，４，７，８，１０及び１４の各文書に

おいて納入義務者として記載された者は，納入時に既に山形県を退職して

いた。また，同文書番号３及び６の各文書において，納入義務者として記

載された者のうち，平成８年２月当時山形県村山建設事務所に所属した者

も，納入時に既に山形県を退職していた。
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，( ) 本件条例６条１項２号ただし書ロにより開示対象となる職務遂行情報は2

開示することにより，県民に対し県政についての説明を行う責務を果たすこ

とになるもの，また，県民の県政に対する適正な評価の確保や県民の県政へ

の参加の促進が図れるものとすることが本件条例１条所定の制定目的に適う

ものであるから，公務員等の職務の遂行自体に係る情報がこれに該当するこ

とはもちろんのこと，公務員等の職務の遂行に準ずることに係る情報，ある

いは職務の遂行に具体的に関連することに係る情報も含まれるものと広く解

するのが相当である。このように解しても，当該公務員等の権利を不当に侵

害し，又は生活に不当に影響を与えるおそれがある場合の氏名は非開示情報

とされているのであるから，当該公務員等の権利の保護に不足することはな

い。

， ，前記( )のとおり 本件職員らが納入した前記旅費相当額及び遅延利息は1

本件判決において，白浜講習会参加を用務として出張旅費を請求して受領し

ながら，白浜講習会への講習申込書の「氏名」欄に氏名の記載されていなか

った山形県新庄建設事務所職員２名に対し，山形県が不法行為に基づく損害

賠償請求権又は不当利得返還請求権を有している旨認定されたことを踏まえ

て山形県から支払いを請求された金員であり，収入調定において前記旅費相

当額に係る歳入科目が過年度歳出返納金である旨決定されて前記旅費相当額

， ，が誤払いとなった歳出金として取り扱われていること 以上の諸点を総合し

県政についての説明の責務や県政に対する適正な評価の確保の観点に照らす

， ，と 前記旅費相当額の返納金及びこれに付随する遅延利息を納入することは

公務員等の職務の遂行に準じ，又は職務の遂行に具体的に関連するものであ

るというべきであるから，前記返納金及びその遅延利息の納入に関する情報

も職務遂行情報に該当すると認められる。

よって，調定収入票「納入義務者」欄に記載された納入義務者の氏名，そ

の添付書類である収入調定の説明資料「納入義務者」欄に記載された納入義
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務者の氏名，現職名及び平成７年度当時の職名，収入調定の説明資料「収入

調定額」欄に記載された納入義務者の氏名，領収済通知書，収入票及び納入

通知書兼領収証書控え「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の

氏名並びに領収済通知書「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者

の氏名のうち，前記返納金及び遅延利息の納入の際に山形県を退職していな

かった者の氏名，現在の職名及び平成７年度当時の職名は，職務遂行情報に

， ， 。該当し 非開示情報には当たらず この点に関する被告の主張は理由がない

， ，( ) 前記( )のとおり 前記返納金及び遅延利息を納入した本件職員らのうち3 1

別紙文書目録記載の文書番号１，４，７，８，１０及び１４の各文書におい

て納入義務者として記載された者及び同文書番号３及び６の各文書において

納入義務者として記載され，かつ，平成８年２月当時山形県村山建設事務所

に所属した者は，その納入時に山形県を退職していたところ，退職者につい

ては，もはや公務員として職務を遂行する余地がないのであるから，退職者

の行為に関する情報は，職務遂行情報に該当しない。

よって，調定収入票「納入義務者」欄，その添付書類である収入調定の説

明資料「納入義務者」欄，収入調定の説明資料「収入調定額」欄，納入義務

者の氏名，領収済通知書，収入票及び納入通知書兼領収証書控え「納入（返

納）義務者」欄及び領収済通知書「納入（返納）義務者」欄に記載されてい

た前記退職者の氏名，現在の職名及び平成７年度当時の職名は，職務遂行情

報に該当せず，非開示情報たる個人識別情報に当たるというべきであり，前

記退職者の氏名，現在の職名及び平成７年度当時の職名まで職務遂行情報に

当たるとする原告の主張は理由がない。

( ) 旅費の請求及び受領は，職務命令たる旅行命令により必然的に生じる事4

務であり，職務の遂行そのものといえるから，本件職員らによる旅費の請求

及び受領に係る情報は，本件職員らの職務の遂行自体に係る情報であると認

められるところ，前記( )のとおり，支出票及び支出票別紙集合支出内訳表1
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は本件職員らが旅費を請求し，受領した際に作成されたものであるから，支

出票写しの「請求」欄又は支出票別紙集合支出内訳表写し「氏名」欄に記載

された職員の氏名は，職務遂行情報であると認められる。

この点，被告は，支出票写し等に旅行者として記載されている納入義務者

の情報を開示すると，調定収入票などに記載された納入義務者に関する情報

を開示するのと同じ結果となることから，前記情報を開示しないのが相当で

ある旨主張する。しかしながら，前記のとおり，本件条例において，職務遂

行情報のうち非開示決定ができるのは，開示することにより当該公務員の権

利を不当に侵害し，又は生活に不当に影響を与えるおそれがある場合の当該

氏名に関する情報及びそのおそれがあるものとして規則で定める警察職員の

氏名に関する情報に限られ（本件条例６条１項２号ただし書ロ ，上記のよ）

うな事情を理由として非開示とすることを許容しているとは解されないか

ら，被告の前記主張は理由がないというべきである。

( ) 前記( )のとおり，長崎講習会又は白浜講習会への参加を申し込んだ山形5 1

県職員の中には，山形県から出張旅費を受領している者も存在したこと，山

形県職員が平日にわざわざ長崎県又は和歌山県で開催される講習会に多額の

旅費を自ら負担して参加するとは考え難いこと，以上の諸点によれば，長崎

講習会又は白浜講習会への参加を申し込んだのは公務の一環であると推認さ

れるのであるから，前記講習申込書写し「氏名」欄に記載された山形県職員

の氏名は，二重線で抹消されたものを除いては，公務員等の職務の遂行に準

じ，又は職務の遂行に具体的に関連する情報として，職務遂行情報に該当す

るものと認められ，この点に関する被告の主張は理由がない。

( ) 前記( )によれば，別紙文書目録の文書番号３及び６の各文書に添付され6 1

た長崎講習会への講習申込書には山形県職員の氏名，年齢及び勤務先等が二

， ，重線で抹消されたものがあるが 二重線で末梢された山形県職員については

前記講習会に参加を申し込んだとは認められないのであるから，前記職員の
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氏名は，職務遂行情報に該当しないというべきである。

２ 争点( )について2

( )ア 本件条例５条３項は 「開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が1 ，

記録されている場合において，当該非開示情報が記録されている部分（以

下「非開示部分」という ）が当該非開示部分を除いた部分（以下「開示。

部分」という ）と容易に区分することができるときは，前項の規定にか。

かわらず，実施機関は，開示請求者に対し，当該開示部分の開示をしなけ

ればならない。ただし，当該開示部分に客観的に有意な情報が記録されて

いないと認められるときは，この限りではない 」と規定している。。

本件条例５条３項は，その文理に照らすと，１個の公文書に複数の情報

が記録されている場合において，それらの情報のうちに非開示情報に該当

するものがあるときは，当該部分を除いたその余の部分についてのみ，こ

れを開示することを実施機関に義務付けているにすぎないものと解され

る。すなわち，本件条例には，開示請求に係る公文書に記録されている情

報が条例所定の非開示情報に該当するにもかかわらず，当該情報の一部を

除くことにより，残余の部分のみであれば非開示情報に該当しないことに

なるものとして，当該残余の部分を開示すべきとする定め（個人識別情報

に関するこのような定めの例として，行政機関の保有する情報の公開に関

する法律６条２項参照）は存在しないのであるから，前記のような定めを

欠く本件条例５条３項の解釈としては，前記非開示情報に該当する独立し

た一体的な情報を細分化し，その一部を非開示とし，その余の部分にはも

はや非開示情報は記録されていないものとみなして，これを開示すること

までをも実施機関に義務付けているとは解されない。したがって，本件条

例上，何人も，実施機関に対し，同項を根拠として，非開示情報に該当す

る独立した一体的な情報を更に細分化して開示することに問題のある箇所

のみを除外してその余の部分を開示するように請求する権利はなく，裁判
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所もまた，当該非開示決定の取消訴訟において，このような態様の部分開

示をすべきであることを理由にして当該非開示決定の一部を取り消すこと

はできないというべきである （最高裁平成８年(行ツ)第２１０号，第２。

１１号同１３年３月２７日第三小法廷判決・民集５５巻２号５３０頁，最

高裁平成９年(行ツ)第５５号同１４年２月２８日第一小法廷判決・判例時

報１７８２号１０頁，最高裁平成９年(行ツ)第１３６号，第１３７号同１

４年２月２８日第一小法廷判決・民集５６巻２号４６７頁参照）

イ なお，原告は，被告において，独立した一体的な情報を細分化して各部

分ごとに非開示としているのであるから，非開示情報に該当する独立した

一体的な情報を更に細分化してその一部を開示することを請求できる旨主

張する。しかしながら，いわゆる情報公開請求権は条例によって創設され

， ， ，たものであって 住民等にかかる権利を付与するか否か 付与するとして

これをどのような要件の下でその範囲で付与するかは専ら地方公共団体が

その条例において定めるべきものであるから，具体的な情報公開請求権の

内容，範囲等は，当該条例の制定に当たりいかなる立法政策が採用された

かを当該条例の内容に即して個別に決すべきであって，当該条例の文理を

離れてこれを決することは慎むべきであるところ，本件条例の文理に照ら

して，原告が主張するような態様の部分開示を請求する権利が認められて

いないことは，前記アのとおりであり，また，被告が独立した一体的な情

報を細分化して各部分ごとに非開示としたのはその裁量判断により任意に

行ったものと解されるのであるから，原告の前記主張は理由がない。

原告は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律６条２項では，個

人識別情報については独立した一体的な情報を当然に細分化すべきものと

し，厳密に個人識別情報のみを非開示としその余の部分の開示を義務付け

ているのであるから，本件条例の解釈においても，非開示情報が個人識別

情報である場合には，同法と同じく，厳密に個人識別情報とそれ以外の部
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分を区別し，個人識別情報以外の部分を開示すべきものであり，開示請求

に係る情報が個人識別情報であることを非開示事由とする本件では，独立

。 ，した一体的な情報か否かを議論する必要はない旨主張する しかしながら

前記のとおり，具体的な情報公開請求権の内容，範囲等について，当該条

例の文理を離れてこれを決することは慎むべきであるところ，同法６条２

項に対応する規定のない本件条例において，開示請求に係る情報が個人識

別情報である場合に，個人識別情報とそれ以外の部分を区別し，個人識別

情報以外の部分を開示するように請求する権利が認められているとは解さ

れず，原告の前記主張も理由がない。

原告は，本件条例６条１項２号ただし書ロにおいて，公務員等の職及び

氏名並びに職務遂行の内容に関する情報を開示対象としているから，氏名

又は職については，同号ただし書ロに該当する限り，開示対象となる旨主

張する。しかしながら，本件条例の文理に照らせば，同号ただし書ロは，

非開示情報の範囲を定めたものであり，開示請求に係る公文書の一部に非

開示情報が記録されている場合において，いかなる範囲で実施機関に対し

て開示義務を課すかについて定めた規定ではないのであるから，同号ただ

し書ロを根拠にして，非開示情報に該当する独立した一体的な情報を更に

細分化してその一部が記録されている部分のみを非開示とし，その余の部

分を開示するといった態様の部分開示を請求することはできないというべ

きであり，原告の前記主張も理由がない。

( ) 以上を前提として，以下，本件文書に記載された情報の一体性の範囲2

について検討する。

ア 収入調定票，その添付書類である収入調定の説明資料及び収入済通知

書，収入票及び納入通知書兼領収証書控えは，本件職員らが納入した前

記出張旅費相当額の返納金及び遅延利息について，その歳入の内容を調

査して所属年度，歳入科目，納入すべき金額及び納入義務者などを決定
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する際に作成された文書であり，納入義務者の住所，郵便番号及び電話

番号は，納入義務者を特定するために記載された情報であると解される

のであるから，納入義務者の住所，郵便番号及び電話番号は，納入義務

者の氏名，現在の職名及び平成７年度当時の職名とともに，前記出張旅

費相当額の返納金及び遅延利息に係る収入の調定に関して独立した一体

的な情報を形成しているといえる。

よって，原告は，本件職員らに関する収入の調定に関する情報を更に

細分化して，個人識別情報に該当するが職務遂行情報には該当せず，非

開示情報となっている調定収入票「納入義務者」欄，収入調定の説明資

料「納入義務者」欄並びに領収済通知書，収入票及び納入通知書兼領収

証書控え「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の住所，郵

便番号及び電話番号のみを非開示とし，前記各欄及び収入調定の説明資

料「収入調定額」欄に記載された納入義務者の氏名，現在の職名及び平

成７年度当時の職名を開示するといった態様の部分開示を請求すること

はできず，裁判所もまた，本件訴訟において，このような態様の部分開

示をすべきであることを理由にして前記納入義務者の氏名が記載された

部分に係る非開示決定処分のみを取り消すことはできないというべきで

ある。

イ 領収済通知書は，山形県指定金融機関が山形県出納長に対し納入義務

者から前記返納金などを受領したことを通知するために送付した文書で

あり，領収済通知書「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者

の住所及び郵便番号もまた，納入義務者を特定するために記載された情

報であると解されるのであるから，納入義務者の住所及び郵便番号は，

納入義務者の氏名とともに，前記出張旅費相当額の返納金及び遅延利息

の納入に関して独立した一体的な情報を形成しているといえる。

よって，前記出張旅費相当額の返納金及び遅延利息の納入に関する情
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報を更に細分化して，個人識別情報に該当するが職務遂行情報には該当

せず，非開示情報となっている領収済通知書「納入（返納）義務者」欄

に記載された納入義務者の住所及び郵便番号のみを非開示とし，同欄に

記載された納入義務者の氏名を開示するといった態様の部分開示を請求

することはできず，裁判所もまた，本件訴訟において，このような態様

の部分開示をすべきであることを理由にして前記納入義務者の氏名が記

載された部分に係る非開示決定処分のみを取り消すことはできないとい

うべきである。

ウ 長崎講習会又は白浜講習会への講習申込書写しは，Ｂが前記講習会へ

の参加者予定者の氏名等を記載してＡに提出した文書の写しであり，参

加者の年齢は，参加者を特定するために記載された情報であると解され

るのであるから，参加者の年齢は，参加者の氏名とともに，前記講習会

への参加を申し込んだ者について独立した一体的な情報を形成している

といえる。

よって，原告は，前記講習会への参加を申し込んだ山形県職員に関す

る情報を更に細分化して，個人識別情報に該当するが職務遂行情報には

該当せず，非開示情報となっている建設技術講習会申込書写し「年齢」

欄に記載された山形県職員の年齢のみを非開示とし，同「氏名」欄に記

載された同職員の氏名のみを開示するといった態様の部分開示を請求す

ることはできず，裁判所もまた，本件訴訟において，このような態様の

部分開示をすべきであることを理由にして前記職員の氏名が記載された

部分に係る非開示決定処分のみを取り消すことはできないというべきで

ある。

エ 支出票写し及び支出票別紙集合支出内訳表写しは，本件職員らが出張

旅費を請求し，出張旅費について支出命令及び支出決定がなされ，本件

職員らが出張旅費を受領する際に作成された文書の写しであり，出張旅
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費請求に関する情報，旅費請求における旅費算定の前提となる情報，出

張旅費受領に関する情報などがそれぞれ独立の情報として記録されてい

ると解されるところ，支出票写し「請求」欄又は支出票別紙集合支出内

訳表写し「氏名」欄に記載された本件職員らの給与の号及び級は，納入

義務者の氏名と一体として，旅費算定の前提となる情報を成し，個人識

別情報に該当するものであるから，非開示情報に該当するというべきで

あるが，支出票写し及び支出票別紙集合支出内訳表写しに記録された出

張旅費請求に関する情報及び出張旅費受領に関する情報は，職務遂行情

報に該当するから，非開示情報に該当しないというべきである。また，

支出票写し及び支出票別紙集合支出内訳表写し中の非開示情報に係る部

分は，それ以外の部分と容易に，かつ，開示を受けようとする趣旨を損

なわない程度に分離することができるというべきであるから，本件条例

５条３項に基づき，前記非開示情報に係る部分を除いて支出票写しを開

示すべきものである。なお，支出票写し「請求」欄又は支出票別紙集合

支出内訳表写し「氏名」欄に記載された職員の氏名は，前記非開示情報

とその余の情報との共通の内容となっているが，この部分に職務遂行情

報に該当しない情報は含まれていないのであるから，前記各欄に記載さ

れた職員の氏名は，開示すべき職務遂行情報に含まれるものとして開示

しなければならないと解され，裁判所もまた，本件訴訟において，前記

職員の氏名が記載された部分に係る非開示決定処分のみを取り消すこと

ができるというべきであり この点に関する被告の主張は理由がない 最， （

高裁平成１０年(行ツ)第１６７号同１５年１１月１１日第三小法廷判決

参照 。）

３ 本件処分の適法性

したがって，本件処分のうち，支出票写し「請求」欄又は支出票別紙集合支

出内訳表写し「氏名」欄に記載された職員の氏名に係る部分を非開示とした部
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分は違法であり，取り消されるべきである。

第４ 結論

以上によれば，原告の本訴請求は，本件処分のうち，支出票写し「請求」欄

又は支出票別紙集合支出内訳表写し「氏名」欄に記載された職員の氏名に係る

部分を開示しないとした部分の取消しを求める限度において理由があるから，

この限度で認容し，その余の部分は理由がないから棄却することとし，訴訟費

用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，６４条本文を適用

して，主文のとおり判決する。

山形地方裁判所民事部

裁判長裁判官 片 瀬 敏 寿

裁判官 鈴 木 和 典

裁判官 田 中 良 武



- 27 -

文書目録

公文書の件名番号

１ 調定収入票（調定番号４１３－３７０）

２ 調定収入票（調定番号４１３－３７１）

３ 調定収入票（調定番号４１３－３７２）

４ 調定収入票（調定番号４１３－３７３）

５ 調定収入票（調定番号４１３－３７４）

６ 調定収入票（調定番号４１３－３７５）

７ 領収済通知書（起票番号３７０）

８ 領収済通知書（起票番号３７３）

９ 領収済通知書（起票番号３７１）

（ ， ）10 領収済通知書 起票番号３７２ 内訳番号００１

（ ， ）11 領収済通知書 起票番号３７２ 内訳番号００２

（ ， ）12 領収済通知書 起票番号３７２ 内訳番号００３

領収済通知書（起票番号３７４）13

（ ， ）14 領収済通知書 起票番号３７５ 内訳番号００１

（ ， ）15 領収済通知書 起票番号３７５ 内訳番号００２

（ ， ）16 領収済通知書 起票番号３７５ 内訳番号００３



- 28 -

処分目録

１ 調定収入票「納入義務者」欄に記載された納入義務者の氏名

２ 調定収入票添付書類中の収入調定の説明資料「納入義務者」欄に記載された納

入義務者の氏名，現職名及び平成７年度当時の職名

３ 調定収入票添付書類中の収入調定の説明資料「収入調定額」欄に記載された納

入義務者の氏名

４ 調定収入票添付書類中の支出票写し「請求」欄に記載された職員の氏名

５ 調定収入票添付書類中の支出票別紙集合支出内訳表写し「氏名」欄に記載され

た職員の氏名

６ 調定収入票添付書類中の建設技術講習会申込書写し「氏名」欄に記載された職

員の氏名

７ 調定収入票添付書類中の領収済通知書，収入票及び納入通知書兼領収証書控え

「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の氏名

８ 領収済通知書「納入（返納）義務者」欄に記載された納入義務者の氏名


